
令和 8 年度 

保育所 入所申込みのご案内 

新規申込用 

 

 

 

 
 

令和 8 年度４月入所 申請期間 
１月 5 日（月）～１月 16 日（金） 

 

５月以降入所 申請 

 入所希望月の前月１５日まで 

 

☆問い合わせ先☆ 

大任町役場 福祉課福祉係  

TEL：0947－６３－３００４（直通） 

〒８２４－０５１２ 

大任町大字大行事３０６７番地 

 

大 任 町

保育所等ごとに、保育目標や取り組みはさまざまです。入所申込みの前に、お子様と

一緒に入所を希望する保育所等を見学することをお勧めします。 

見学の際は、事前に保育所等に電話で入所希望月を伝え、見学できる日時をご確認く

ださい。なお、保育所等の休所日や行事日は見学できないことがあります。 

令和 8 年度クラス編成表 

クラス年齢 生年月日 

５歳児（年長） R2(2020).4.2～R3(2021).4.1 

４歳児（年中） R3(2021).4.2～R4(2022).4.1 

３歳児（年少） R4(2022).4.2～R5(2023).4.1 

２歳児 R5(2023).4.2～R6(2024).4.1 

１歳児 R6(2024).4.2～R7(2025).4.1 

０歳児 R7(2025)4.2～ 

※４月１日現在 年齢でクラスが決まります。 
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１．教育・保育施設の種類 

 

幼稚園 小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校 3～5 歳 

保育所 就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設 0～5 歳 

認定こども園 幼稚園と保育所の機能や特長を併せ持ち、地域の子育て支援も行う施設 0～5 歳 

地域型保育 保育所より少人数の単位で、0～２歳の子どもを保育する事業 0～２歳 

 

 

     

 

 

 

 

                             

 

〈参考〉大任町内 保育所 （令和 7 年１２月現在） 

区分 保育所名 定員 
所在地 

電話番号 

開所時間 

短時間 標準時間 

私立 どんぐり保育園 70 
大行事 1623 番地 2 

0947-63-2283 
9:00-17:00 7:30-18:30 

私立 今任保育園 60 
今任原 2772 番地 

0947-63-2838 
8:30-16:30 7:30-18:30 

私立 誠慈保育園 30 
今任原 3601 番地 

0947-63-2572 
8:00-16:00 7:00-18:00 

※原則、日曜日・国民の祝日を除いた日が開所となります。 

 

 

 

 

 

 

※令和 7 年１２月現在、大任町に

幼稚園、認定こども園、地域型保

育施設はありません。 
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２．教育・保育給付認定について 

保育所等の施設を利用する場合、お住まいの市町村から、利用のための『教育・保育

給付認定』を受ける必要があります。※１ 認定には、保育の必要性や年齢に応じて、次

のとおり３つの区分があり、区分によって利用できる施設が異なります。保育認定は保

育を必要とする事由を認定するものであり、保育所等の利用を決定するものではありま

せん。 

 

【あなたの認定区分は？利用できる施設は？】 

 
 

お子さんの年齢は？ 

 ３～５歳    ０～２歳 

         

       

   
   

  いいえ  はい はい いいえ 

          

１号認定 

（教育標準時間認定） 

 ２号認定 

（保育認定） 

３号認定 

（保育認定） 
認定の必要なし 

        

               

幼稚園    認定こども園   保育所  保育所   認定こども園  地域型保育 

 

※新制度に移行していない幼稚園を利用する場合は、教育保育給付認定ではなく子育てのため

の施設等利用給付認定を受ける必要がある場合があります。 

 

さらに、2 号認定・3 号認定の保育必要量（利用時間）は、保育標準時間と保育短時間

の２つの区分に分かれます。 

保育標準時間 一日あたり最長 11 時間（主にフルタイム就労を想定） 

保育短時間 一日あたり最長 8 時間（主にパートタイム勤務を想定） 

 

 

 

 

 

保育を必要とする

事由に該当します

か？ 

保育を必要とする

事由に該当します

か？ 
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保育を必要とする事由の認定基準 

保育を必要とする事由 認定時間 

就  労 就労していること(月 48 時間以上) 保育短時間・保育標準時間 

出産前後 出産前後 2 か月 保育標準時間 

疾病・障がい 病気・負傷・心身に障がいがある 保育標準時間 

親族の介護・看護 親族の介護・看護にあたっている 保育標準時間・保育短時間 

災害復旧 火災・風害・地震の災害復旧 保育標準時間 

求職中 入所可能期間：最長 3 カ月 保育短時間 

就学・職業訓練 学校又は職業訓練校に在学 保育標準時間 

育児休業中で継続利用 すでに入所していて継続の利用をする場合 保育短時間 

その他 上記に類する状態にあるとして町長が認める 事由によって町長が定める 

 ※保育標準時間認定でも、保護者の希望により短時間認定とすることができます。 

 

教育・保育給付認定期間有効期間について 

１号認定は、小学校就学前までが有効期間になります。 

２号認定は小学校就学前まで、３号認定については満３歳に到達する前日（３歳の誕

生日の前々日）までの有効期間を基本としつつ、保育の必要性の認定を受ける事由に

該当しなくなった場合はその時点までとします。ただし、求職中等で申請・認定をさ

れた場合、有効期間は最大で３か月となりますので、ご留意ください。 

※３号認定から２号認定の切り替えについては、再度申請を行う必要はありません。 

 

教育・保育給付認定に関する諸手続き 

①教育・保育給付認定の変更申請 

 就労時間が変更となった場合や仕事を辞めた場合、世帯の状況に変更があった場合な

ど当初申請した状況に変更があった場合は、必ず変更の届出を行ってください。 

 変更の適用は申請のあった翌月の１日からとなります。 

 

②支給認定の取消し 

 支給認定の有効期間内に大任町から転出した場合は、支給認定を取り消します。 
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■  入所申し込みから利用までの流れ  

 申し込み期限内に申請された申請書類等により、保育の必要性が高い人から優先順位

をつけ、入所を決定します。入所申込み者が定員数を超えた場合や、希望先の市町村ご

とに受け入れ基準等があり、ご希望にそえない場合もありますので、ご了承ください。 

 

  令和 8 年度入所申し込みの流れ（予定） 

                 令和 8 年 4 月入所の場合・・・ 

                                   令和 8 年１月上旬頃 新年度入所申し込みの受付 

                  福祉課 福祉係 窓口まで必要書類をご提出ください 

                                   

                  令和 8 年 2 月下旬頃 審査終了後 

                   「入所承諾通知書」を送付します 

 

                  令和 8 年 4 月上旬～中旬 保育料算定 

                   入所決定者に「保育料決定通知書」等を送付します 

                                    

 

 

 

 

■入所申込み期限について 

 入所申込みに関する書類は、必ず指定された期日までにご提出ください。書類の不備

や提出遅れの場合、希望日からの入所ができない場合があります。 

 また、ご提出いただいた書類で確認が取れない場合や疑義がある場合は、追加資料の

提出をお願いするほか、勤務先等への確認を行うことがありますのでご了承ください。 

 

  令和 8 年４月１日保育所入所申込み期日 （厳守） 

 

 

※ 継続利用を希望される場合も申込み手続きが必要になります。 

 

  令和 8 年５月以降保育所入所希望の方 

申込み期限 入所を希望する月の前月１５日まで 

例：５月入所希望→４月１５日までに申し込み 

入所申込み書類の提出 

入所審査・選考 

入所保留 

決定 

 

令和８年 1月５月（月） ～ １月１６日（金） 申込み期間 

その後の選考 

入所承諾 
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■  入所申し込みに必要な書類  

下記の内容を確認のうえ、□にチェックして必要な書類を準備してください。 

必要書類等 備考 チェック 

認定申請書 児童１人につき１枚必要 □ 

保育を必要とする証明書 

※下記表参照 

保護者全員分（父・母）必要 

※２人以上同時申込の場合は、世帯で１部提出してください。 
□ 

マイナンバー届出書 

委任状※ 

※委任状は申請書を提出

する方が世帯員でない場

合に必要です。 

新規申請の場合のみ必要 

受付時に番号の確認を行いますので、必ず下記の①又は②

を持参してください。 

①個人番号カード（世帯全員分） 

※顔写真付きのプラスチック製のカード 

  

②通知カード（世帯全員分）※紙製のカード ＋本人確認書類注１ 

 

注１：顔写真付きのものであれば１点、顔写真なしのものであれ

ば２点以上。 

□ 

※保育を必要とする証明書類 

申請書の理由欄 必 要 書 類 
チェック 

父 母 

就労 就労証明書 □ □ 

妊娠・出産 

(出産前後 2 か月) 

申告書・診断書または母子健康手帳（出産予定日の分かるもの） 
 □ 

病気 申告書・診断書または障害者手帳など □ □ 

介護・看護 申告書・介護される人の診断書または障害者手帳など □ □ 

災害復旧 申告書・罹災証明書 □ □ 

求職 申告書 □ □ 

就学 申告書・在学証明書 □ □ 
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■  保育料について  

■  給食費について  

大任町は平成３１年４月より全年齢の保育料を無償化しています。 

※無償となるのは保育料のみで、通園送迎費、行事費、父母会費などは各保護者負

担となります。詳細については、各施設にて問い合わせください。 

 

 

２号認定（３歳児～５歳児）のお子様の給食費（主食費＋副食費）は、保護者負

担となります。 

＊主食費＊ごはん代 

＊副食費＊おかず代 

ただし、下記に該当するお子様は副食費が免除となります。 

・年収３６０万未満相当世帯の子ども 

・所得階層にかかわらず、第３子以降の子ども 

 

 

大任町副食費補助金 

大任町は副食費が免除とならないお子様の副食費を補助しています。 

（4,900 円/月）上限 

補助を受けるには保護者の申請が必要です。 

別途施設を通じて案内いたします。 
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